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（※１） 

≪主給水流量喪失≫

事故直後の操作

および事象の判別

≪原子炉停止機能機能喪失≫

（約31秒：蒸気発生器狭域水位

7％※３到達）

（約48秒：主蒸気隔離） （※３）

（約91秒：補助給水ポンプ ・原子炉自動ﾄﾘｯﾌﾟしない場合、手動ﾄﾘｯﾌﾟ操作

自動起動・流量確立）  を実施

・原子炉手動ﾄﾘｯﾌﾟ操作を実施しても、ﾄﾘｯﾌﾟ

 しない場合は、MGｾｯﾄの電源を開放し、制御棒

 落下操作を実施する。

（※４）

・ﾀｰﾋﾞﾝ手動ﾄﾘｯﾌﾟ操作を実施しても、 ﾄﾘｯﾌﾟしない

 場合は、発電機負荷しゃ断およびﾀｰﾋﾞﾝ停止操作

 を実施。

（※５）補助給水ﾎﾟﾝﾌﾟが自動起動しない ･ﾀｰﾋﾞﾝ停止できない場合は、手動にて主蒸気隔離

　　　場合は、手動操作によりﾎﾟﾝﾌﾟを  信号を発信させ、弁を閉止する。

　　　起動する。

NO

※１　蒸気発生器狭域水位13％

※２　出力5％以上

※３　ATWS緩和設備作動設定値

※４　解析上はタービントリップは

  考慮せず 原子炉トリップ処置

○主蒸気逃がし弁の調整および補助給水系による
２次系からの冷却

○加圧器スプレイ弁の調整により１次冷却系を減圧

（０秒）

①
化学体積制御系
により、ほう酸タン
ク水を１次冷却系
に注入

②
高圧注入系により、ほう
酸注入タンク水または燃
料取替用水ピット水を１
次冷却系に注入

①または②の方法により、緊急ほう酸濃縮
操作を実施

補助給水流量確立を確認（※５）

開放せず

挿入せず

未臨界の維持
≪適用条件≫

・原子炉出力が5%以上
または

・中間領域起動率が正

ＡＴＷＳ緩和設備により、
タービントリップ、主蒸気隔離弁閉止、

全補助給水ポンプ起動

低下

　(13%で原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ）

　(13%で電動補助給水ﾎﾟﾝﾌﾟ自動起動)

　(2基の蒸気発生器水位13%で
　　ﾀｰﾋﾞﾝ動補助給水ﾎﾟﾝﾌﾟ自動起動)

状況

1

（解析上の時刻）

主給水流量喪失

事象の判別（※１）

・原子炉出力が5%以下および
・中間領域起動率が零または負

YES

有効性評価における対応手順（『解析』と『運転要領』との比較）　【原子炉停止機能喪失（主給水流量喪失＋原子炉停止機能喪失（原子炉トリップ失敗））】

【解析上の対応手順の概要フロー】

緊急処置編
（第１部）

余熱除去系による１次冷却系の
長期にわたる冷却を継続

蒸気発生器水位低原子炉トリップ
ﾌｧｰｽﾄｱｳﾄ警報確認

・主給水流量喪失と判断
・原子炉停止機能喪失と判断

【運転要領（案）】

緊急処置編
（第１部）

緊急処置編
（第２部）

安全機能ベース

１０分

蒸気発生器水位

確認事項

確認事項

原子炉トリップしゃ断器

状況

制御棒

緊急ほう酸
濃縮継続

中性子束 低下せず

※蒸気発生器水位低下の原因を調査し、主給水ﾎﾟﾝﾌﾟ故障、
　 主給水流量低下を確認

加圧器逃がし弁、安全弁の動作を確認

ほう酸希釈
ライン隔離

操作

主蒸気逃がし弁、安全弁の動作を確認

原子炉手
動トリップ

操作
（※３）

タービント
リップ

手動操作
（※４）

緊急ほう酸濃縮操作・ 

ほう酸希釈ライン隔離操作実施 

主給水流量喪失 

原子炉未臨界状態の確認 

１次系降温・降圧 

余熱除去系統による冷却 

ほう素濃度確認 

原子炉トリップ失敗を確認 

（中央制御室での機器作動状況、炉外 

核計装装置指示値※２による確認） 

凡例 

：プラント状態 

  （解析） 

：操作・確認 

蒸気発生器水位の低下 

原子炉トリップすべき状態※１ 

へ移行 

蒸気発生器水位の低下 

主蒸気隔離・タービントリップ※４ 

補助給水ポンプの自動起動・ 

補助給水流量確立の確認 

１次冷却材温度・圧力の上昇 

反応度フィードバックによる 

原子炉出力の低下を確認 

加圧器逃がし弁動作状況の確認 

主蒸気逃がし弁動作状況の確認 

１次系冷却材圧力が抑制 

されていることを確認 
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赤字部分を追記 


